
                          日医発第 462号（保険） 

令 和 ５ 年 ６ 月 １ 日 

 

 都道府県医師会 

社会保険担当理事 殿 

 

日本医師会常任理事 

長 島  公 之 

（公 印 省 略） 

 
 
 
 

看護職員処遇改善評価料に係る施設基準等の取扱いについて 

 
 
 
 

看護職員処遇改善評価料に係る施設基準及びその届出に関する手続きについては、「診療報

酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項及び基本診療料の施設基準等及びその届出

に関する手続きの取扱いについて（看護の処遇改善）」（令和４年９月５日保医発 0905第２号）

により示されているところでございます。 

看護職員処遇改善評価料を算定する保険医療機関におきましては、毎年７月中に、新規年

度分の「賃金改善計画書」及び前年度分の「賃金改善実績報告書」を地方厚生（支）局長へ

提出する必要がありますので、提出忘れがないよう関係機関への周知方お願いし申し上げま

す。 

また、看護職員処遇改善評価料を算定する医療機関において、特にご留意いただきたい事

項について整理された事務連絡が、厚生労働省保険局医療課より発出されましたので、取り

急ぎご連絡申し上げます。 

なお、「賃金改善計画書」及び「賃金改善実績報告書」の様式については、「令和４年度診

療報酬改定関連通知等の一部訂正について」（令和５年３月 29日事務連絡）により、一部訂

正が行なわれているため、ご留意いただくようお願い申し上げます。 

つきましては、貴会会員への周知方ご高配賜りますようお願い申し上げます。 

 

 

【添付資料】 

看護職員処遇改善評価料に係る施設基準等の取扱いについて 

（令 5.5.30 事務連絡 厚生労働省保険局医療課） 



 

 
事  務  連  絡 

令和５年５月 30 日  

 

地方厚生(支)局医療課  御中 

 

厚生労働省保険局医療課  

 

看護職員処遇改善評価料に係る施設基準等の取扱いについて 

 

看護職員処遇改善評価料（以下「本評価料」という。）に係る施設基準及び

その届出に関する手続きについては、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施

上の留意事項及び基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いに

ついて（看護の処遇改善）」（令和４年９月５日保医発 0905 第２号。以下「令和４

年９月５日通知」という。）によりお示しているところです。 

今般、本評価料を算定する保険医療機関（以下「算定保険医療機関」とい

う。）において、特にご留意いただきたい事項を下記のとおり整理いたしましたの

で、貴管下の保険医療機関及び審査支払機関に対して周知いただきますようご協力

をお願いします。 

 

記 

 

１ 算定保険医療機関が行うべき賃金の改善措置について 

(１) 賃金改善の内容 

ア 本評価料の算定額に相当する賃金の改善について 

算定保険医療機関においては、本評価料による収入の全額につい

て、賃金の改善措置を行う必要がある。 

賃金改善の実績額が、本評価料による収入の全額を下回る場合、

施設基準上の要件を満たさないこととなるため、必ず(２)で示す賃

金改善の期限までに、賃金の改善措置を行うこと。 

イ 基本給又は決まって毎月支払われる手当について 

算定保険医療機関においては、安定的な賃金改善を確保する観点か

ら、本評価料による賃金改善の合計額の３分の２以上は、基本給又は

決まって毎月支払われる手当の引上げ（以下「ベア等」という。）に

より改善を図ること。 

なお、「令和４年度（令和３年度からの繰越分）看護職員等処遇改

善事業補助金」が交付された保険医療機関については、令和４年度中

においては、同補助金に基づくベア等水準を維持することで足りるこ

ととなっているが、令和５年度以降については、本評価料で規定する

ベア等水準へ引き上げること。 

 



(２) 賃金改善の期限 

(１)の本評価料による賃金の改善措置については、原則として、賃金

改善実施期間内に行う必要がある。 

ただし、想定を上回る収入が生じたなど、やむを得ない場合に限り、

当該差分については、翌年度７月に「賃金改善実績報告書」を提出する

までに賃金の改善措置を行うことで差し支えない。 

 

(３) 区分の変更について 

算定保険医療機関においては、毎年３、６、９、12 月に算定式によ

り新たに算出を行い、区分に変更がある場合は算出を行った月内に地方

厚生（支）局長に届出を行った上で、翌月（毎年４、７、10、１月）か

ら変更後の区分に基づく点数を算定すること。 

ただし、前回届け出た時点と比較して、対象となる３か月の「看護職

員等の数」、「延べ入院患者数」及び令和４年９月５日通知で示す算定

式により算出した数のいずれの変化も１割以内である場合においては、

区分の変更は行わない。 

 

２ 「賃金改善計画書」及び「賃金改善実績報告書」について 

算定保険医療機関は、毎年７月中に、新規年度分の「賃金改善計画書」及

び前年度分の「賃金改善実績報告書」を地方厚生（支）局長へ提出する必要

がある。 

当該様式については、厚生労働省ホームページに掲載しているが、「令和

４年度診療報酬改定関連通知等の一部訂正について」（令和５年３月 29 日事務連

絡）により、一部訂正を行っているため、ご留意いただきたい。 

なお、この訂正の趣旨は、ベア等の割合における賃金改善の見込額・実績額に

ついて、基本給等の引き上げにより増加した法定福利費等の事業者負担分が

含まれないことを明確化したものである。 

※ 本様式訂正に伴い、既に提出した「賃金改善計画書（令和４年度分）」につい

て、再度提出する必要はない。 

 

３ 算定保険医療機関における今後のスケジュール 

 ※ 令和４年度に届出を行っており、令和５年度も継続して算定する場合の例 

 

（令和５年） 

６月  令和５年３月～５月の実績を踏まえた７月算定分からの区分変更を  

行う場合、地方厚生（支）局へ届出。 

７月 地方厚生（支）局へ 

①「賃金改善計画書（令和５年度分）」 

②「賃金改善実績報告書（令和４年度分）」 

を提出。 



 

４ 関係法令等について 

本評価料に関する関係法令等については、以下に掲載しているため、参照

されたい。 

 

＜令和４年度診療報酬改定について（10 月改定分）＞ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00041.html 


